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国土交通省直轄の事業促進ＰＰＰに関する
ガイドラインの改訂について



融合

１



0

50

100

150

200

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

実
施
件
数

R4R3R2R1H30H29H28H27H26H25H24
7101847633321北海道
24229812171614131110東北
4033252112577640関東
1619370000000北陸
31233016999108106中部
232521181714117752近畿
1213864133310中国
211620138652110四国
23131117105101100九州
22143222223沖縄

19917614611482656649443622全国
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コメント着目点

○［発注者］本業務は課長と係長、担当の3人で行っている。多くの調査、設計業務、関係機関業務があり、3人では回しきれない
ところをPPP業務で補ってもらう。発注者側の係員は3年目の者で、経験を積ませてPPP受注者にもコンサル経験者がいるので
能力向上につなげている。
○［発注者］地質に詳しい職員はなかなかおらず、異動等もあるので新たに加わったメンバーに今までの経緯や対応方法を、受
注者にアドバイスをもらいながら業務を進めている。
○［発注者］専門的な立場から継続的に支援もしてもらえるため事業を滞りなく推進でき、また、職員の技術力向上へもつながっ
た。
○［受注関係者］40代の職員が大変そうに見える。若手職員に講習をする機会をいただき、業務の中身を知ってもらいコミュニ
ケーションをとりながら進めている。

技術支援

○［発注者］様々な事業段階でPPPを活用できることをガイドラインに明記してほしい。
○［発注者］河川管理でも事業促進PPPのようにマネジメントの範囲を広げた方がよいと思う。
○［発注者］維持管理についてもPPPのような業務を行っていけば人員不足解消になる

事業段階の拡大

○［受注関係者］受発注者協議の上、必要に応じて適正な設計変更を実施してほしい。
業務内容の追加・

変更

○［発注者］発注者の意図や方針を十分に理解し、発注者と円滑に連携が取れる能力がある者。
○［受注関係者］事業は日々動いているため、進捗状況の情報収集が重要だと認識。認識の齟齬が出ないようなコミュニケー
ション力、また、発注者の意見を的確に理解し何を求めているかを把握する理解力が求められる。
○［受注関係者］同種の業務に精通し、地元、関係機関及び発注者と対等に会話・協議ができる知識・技術力及びコミュニケー
ション能力が必要である。

配置技術者に求
められる能力



４

■ＤＸの推進、受注インセンティブの向上、担い手の育成等に資する以下の項目について
ガイドラインを改正

【改正点①】

導入する段階や目的に応じた分類、建設分野のDX等に対応
⇒事業促進PPPを導入するフェーズや、目的・内容に応じて５つのタイプを設定。
タイプ別に業務内容を設定できるように改善。
業務内容に高度な技術支援、施設管理、BIM/CIM活用支援を追加。

【改正点②】

業務実施段階における業務内容の追加・変更に柔軟に対応

⇒受発注者協議の上、必要に応じて適正な設計変更を実施することを明記。

【改正点③】

担い手の育成に資する配置技術者に求められる能力を明確化

⇒技術者に求められる能力を明記。



発注方式実施体制事業段階指導・調整、協議の有無
区分 総合

評価
ﾌﾟﾛﾎﾟ
-ｻﾞﾙ

担当
技術者

主任
技術者

管理
技術者

維持
管理

施工用地
調査
設計

地元・関係
機関協議

業務の指
導・調整

●△◎○－●●●●●総合型

事業
促進
PPP
※１

●△－◎－各々設定●●単独型

●△－◎●●－●●●技術支援型

●※２△－◎●●－●●●地域精通型

●△－◎●－－－●●施設管理型

●※３●※３技術提案・交渉方式
技術協力業務等

●△－◎●●●事業管理(PM)業務

●△－◎●施設監理検討業務

●△－◎●●●設計施工技術業務

〇事業促進PPPガイドラインの対象とするのは5分類（赤枠）とする。

凡例 ●：実施 ◎：資格・実績要件有 〇：資格要件無・実績要件有 △：必要に応じて資格・実績要件有
※１：必要に応じてBIM/CIM活用支援を実施
※２：地域特性に対する理解を求めるプロポーザル
※３：施工者と中立的に実施すべき業務を除く
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備考(改定のポイント)新ガイドライン旧ガイドライン

1.4 国土交通省直轄の事業促進ＰＰＰの特徴1.4 国土交通省直轄の事業促進ＰＰＰの特徴

事業促進ＰＰＰのタイ
プ（総合型／事業段階
選択型）について記載

国土交通省直轄事業に適用する事業促進ＰＰＰの特徴を以下に示す。

• 事業促進ＰＰＰは、直轄職員が柱となり、官民がパートナーを組
み、発注者の情報・知識・経験、民間技術者の施工技術等の情
報・知識・経験を融合させることにより、効率的な事業マネジメ
ントを行い、事業の促進を図ることを第一の目的として導入する。

• 事業促進ＰＰＰは、事業全体計画の整理、測量・調査・設計業務
等の指導・調整等、地元及び関係行政機関等との協議、事業管理
等、施工管理等、ＢＩＭ／ＣＩＭ（統合モデル）活用支援等のマ
ネジメント業務を行うものであり、積算、監督、技術審査等の比
較的定型的な補助業務を行う発注者支援業務、単純な資料作成を
行う資料作成補助業務とは区別される。

• 事業促進ＰＰＰは、調査設計・用地・施工の事業段階全体に導入
するタイプ（総合型）と調査設計・用地・施工・維持管理のうち
複数、又は、単独の段階に導入するタイプ（事業段階選択型）に
区分される。事業段階選択型では、事業促進ＰＰＰを導入する事
業の特性、導入する段階や目的に応じて、必要な事業段階を取捨
選択可能である。

国土交通省直轄事業に適用する事業促進ＰＰＰの特
徴を以下に示す。

• 事業促進ＰＰＰは、直轄職員が柱となり、官民
がパートナーを組み、発注者の情報・知識・経
験、民間技術者の施工技術等の情報・知識・経
験を融合させることにより、効率的な事業マネ
ジメントを行い、事業の促進を図ることを第一
の目的として導入する。

• 事業促進ＰＰＰは、「全体事業計画の整理」、
「測量・調査・設計業務等の指導・調整等」、
「地元及び関係行政機関等との協議」、「事業
管理等」、「施工管理等」のマネジメント業務
を行うものであり、積算、監督、技術審査等の
比較的定型的な補助業務を行う発注者支援業務、
単純な資料作成を行う資料作成補助業務とは区
別される。
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備考(改定のポイント)新ガイドライン旧ガイドライン

2.6.1 受注者の体制2.5.1 受注者の体制

業務分類に応じた記載
を追加

監理業務受注者の体制は、総合型では、管理技術者、主任技術者、
担当技術者の３階層により構成し、主任技術者に対しては、事業管
理、調査設計、用地、施工等の必要な専門分野を設定する。事業の
特性によっては、河川、道路、トンネル、鋼構造、コンクリート、
測量、地質、BIM/CIM等の知識・経験を有する技術者が配置される
よう、より詳細な専門分野を設定（調査設計・施工担当の技術者と
の兼務可）することも考えられる。表-2.6に総合型の受注者の体制例
を示す。また、事業段階選択型では、管理技術者と主任技術者、ま
たは、管理技術者と担当技術者の２階層により構成することを基本
とし、管理技術者に必要な専門分野を設定する。表-2.7に事業段階選
択型の受注者の体制例を示す。事業段階選択型で３階層により構成
する場合は総合型を参考にできる。
常駐・専任の要件は、事業の特性や、発注者の体制等を踏まえ、

適切に設定する。

監理業務受注者の体制は、管理技術者、主任技術
者、担当技術者により構成し、主任技術者に対して
は、事業管理、調査設計、用地、施工等の必要な専
門分野を設定する。事業の特性によっては、河川、
道路、トンネル、鋼構造、コンクリート、測量、地
質、BIM/CIM等の知識・経験を有する技術者が配置
されるよう、より詳細な専門分野を設定（調査設
計・施工担当の技術者との兼務可）することも考え
られる。表-2.5に監理業務受注者の体制例を示す。
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備考(改定のポイント)新ガイドライン旧ガイドライン

2.6.1 受注者の体制2.5.1 受注者の体制

業務分類に応じた体制
例を追加

備考専任常駐

業務の管理及び統括を行う

（事業の特性によっては、主任

技術者と兼務可）

必要なし必要なし管理技術者

事業管理、調査設計、用地、施

工等の分野を設定

必要必要主任技術者

必要必要担当技術者

表-2.5 監理業務受注者の体制例 表-2.6 監理業務受注者の体制例（総合型）

備考専任常駐

業務の管理及び統括を行う

（事業の特性によっては、

主任技術者と兼務可）

必要なし必要なし管理技術者

３
階
層 事業管理、調査設計、用地、

施工等の分野を設定

必要必要主任技術者

必要必要担当技術者

表-2.7 監理業務受注者の体制例（事業段階選択型（2階層））

備考専任常駐

業務の管理及び統括を行う

用地、施工等の分野を設定

必要なし必要なし管理技術者

２
階
層

必要に応じ

て設定

必要に応

じて設定

主任技術者、

または、担

当技術者

表-2.6 監理業務受注者の常駐・専任の緩和例 表-2.8 監理業務受注者の常駐・専任の緩和例（総合型）

専任常駐

必要なし必要なし管理技術者

必要なし（本業務を最優先と

する、その他業務の管理技術

者になることを認めない）

主任技術者又は担当技術者

から1名（履行期間中の交

替を認める）

主任技術者

必要なし担当技術者

専任常駐

必要なし必要なし管理技術者

３
階
層

必要なし（本業務を最優先と

する、その他業務の管理技術

者になることを認めない）

主任技術者又は担当技

術者から1名（履行期

間中の交替を認める）

主任技術者

必要なし担当技術者
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備考(改定のポイント)新ガイドライン旧ガイドライン

2.7 業務内容・実施体制等の変更

設計変更の項目を新た
に設定

事業の進捗に伴い、指導・調整等の対象となる業務、施工管理の対象となる工事の内容、
事業促進ＰＰＰとして必要となる業務量は変化するため、事業の進捗状況に応じて、配置
技術者の人数及び従事期間、業務内容や配置技術者の交代を含めた実施体制等を柔軟に変
更する。
事業促進ＰＰＰの業務内容の追加・変更、配置技術者の人数や従事期間、直接経費に関

する内容・条件等を変更する場合には、監理業務受注者と調査職員が協議の上、実態にあ
わせて柔軟に設計変更の対象とする。設計変更の必要性、内容、条件、数量等の協議を円
滑に行うためには、当初契約の段階から、特記仕様書、現場事項説明書等により、条件明
示することが重要である。
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備考(改定のポイント)新ガイドライン旧ガイドライン

2.8 事業促進ＰＰＰで必要となる能力2.5.3 事業促進ＰＰＰで必要となる能力

調査職員に求められる
行動について記載

事業促進ＰＰＰは、①事業全体計画の整理、②測量・調査・設計
業務等の指導・調整、③地元及び関係行政機関との協議、④事業管
理、⑤施工管理、⑥ＢＩＭ／ＣＩＭ（統合モデル）活用支援等のマ
ネジメント業務を、直轄職員が柱となり、官民双方の技術者が有す
る多様な情報・知識・豊富な経験を融合させながら実施するもので
あり、一般的な調査・設計業務とは受注者に求められる役割が異な
る。そのため、事業促進ＰＰＰの実施体制の構築にあたっては、事
業促進ＰＰＰで必要となる受注者の役割が適切に理解されるととも
に、上記①から⑥の業務を実行できるマネジメント能力を有する技
術者の確保や育成が重要となる。
また、発注者側の調査職員についても、直轄職員が柱となり官民双
方の技術者が有する情報・知識・経験を融合させながら実施する事
業促進ＰＰＰの特徴を理解し、調査職員に求められる行動がとられ
ることが重要となる。

事業促進ＰＰＰは、①全体事業計画の整理、②測
量・調査・設計業務等の指導・調整等、③地元及び
関係行政機関等との協議、④事業管理等、⑤施工管
理等のマネジメント業務を、直轄職員が柱となり、
官民双方の技術者が有する多様な情報・知識・豊富
な経験を融合させながら実施するものであり、一般
的な調査・設計業務とは受注者に求められる役割が
異なる。そのため、事業促進ＰＰＰの実施体制の構
築にあたっては、事業促進ＰＰＰで必要となる受注
者の役割が適切に理解されることが必要である。
そのため、上記を実行できるマネジメント能力を

有する技術者の確保や育成が重要となる。

事業促進ＰＰＰの配置
技術者、調査職員に期
待される行動・能力の
例を追加

表-2.9に一般的な設計等業務と事業促進ＰＰＰにおいて「受注者の
求められる役割」の相違の例、表-2.10に事業促進ＰＰＰにおいて受
注者に期待される行動の例、表2-11に事業促進ＰＰＰにおいて調査
職員に期待される行動の例、表-2-12に事業促進ＰＰＰ（総合型）の
配置技術者に求められる能力の例を示す。

表-2.7に一般的な設計等業務と事業促進ＰＰＰに
おいて「受注者の求められる役割」の相違の例、表
-2.8に事業促進ＰＰＰにおいて受注者に期待される
行動の例を示す。
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備考(改定のポイント)新ガイドライン旧ガイドライン

2.8 事業促進ＰＰＰで必要となる能力2.5.3 事業促進ＰＰＰで
必要となる能力

調査職員に求められる
能力の例を追加

表-2.11 事業促進ＰＰＰにおいて調査職員に期待される行動の例

期待される行動課題を生じやすい行動

・受注者とパートナーシップを組む

・受発注者が一体となって取り組む

・風通しよく言いたいことを言い合え

る環境を作り、受注者の知識・経

験・能力を引き出す

・受注者と対峙する

・全面的に受注者に任せる

・受注者への責任追求等が多く、風通

しよく話し合い、受注者の知識・経

験・能力を活かしやすい環境になり

づらい

・受注者の知識・経験から自らも学び、スキ

ルアップする

・調査職員が柱となり、風通しよく情報交換

しながら、速やかに判断する

・受発注者双方の情報・知識・経験を融合し

ながら、事業促進へのアイディアを出す

・発注者は調達する立場であり、スキ

ルアップは受注者がすることと考え

る

・発注者は調達する立場と考え、受注

者に任せがちとなり、判断が遅れる

・受注者にコントロールできない事項

の存在や、発注者責任の重要性に対

する認識が不足
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備考(改定のポイント)新ガイドライン旧ガイドライン

2.8 事業促進ＰＰＰで必要となる能力2.5.3 事業促進ＰＰＰで
必要となる能力

配置技術者に求められ
る能力の例を追加

表-2.12 事業促進ＰＰＰ（総合型）の配置技術者に求められる能力の例

担当技術者主任技術者管理技術者

■目的に応じた遂行
・管理・主任技術者の指導
を踏まえ、目的に応じて、
的確に業務を行う。

■事業全体の流れの把握
・事業全体の流れ、個々の
業務・工事の目的や内容を
理解し、管理技術者の指導
を踏まえ、的確に業務を行
う、又は、担当技術者を指
導する。

■事業全体の俯瞰
・事業全体計画を俯瞰し、
個々の業務・工事の目的や
内容を理解し、主任・担当
技術者が的確に業務を行え
るよう指導する。

■必要な手続等の遂行
・管理・主任技術者の指導
を踏まえ、的確に手続、
協議等を行う。

■必要な手続等の理解・遂
行
・管理技術者の指導を踏ま
え、必要な手続、協議の目
的や内容を理解し、的確に
手続、協議等を行う、又は、
担当技術者を指導する。

■必要な手続等の理解
・業務遂行にあたり、必要
な行政手続、協議等の流れ、
目的、内容を理解し、主
任・担当技術者を指導する。

■協調的な行動
・管理・主任技術者の指導
を踏まえ、事業の関係者
と信頼関係を構築できる
よう、協調的に行動する。

■信頼関係の構築
・管理技術者の指導を踏ま
え、事業の関係者と信頼関
係を構築できるよう、業務
を行うとともに、担当技術
者を指導する。

■信頼関係の構築
・事業の関係者を想定し、
関係者と信頼関係を構築し
ながら、行動するとともに、
主任・担当技術者を指導す
る。 次ページに続く

１６



備考(改定のポイント)新ガイドライン旧ガイドライン

2.8 事業促進ＰＰＰで必要となる能力2.5.3 事業促進ＰＰＰで
必要となる能力

■協調的な行動
・管理・主任技術者の指導
を踏まえ、関係者の意見
が計画に反映されるよう、
協調的に行動する。

■柔軟性のある行動
・管理技術者の指導を踏まえ、
基準やマニュアルだけでは
解決できない関係者の意見
を聞きながら、柔軟に計画
に反映するとともに、担当
技術者を指導する。

■柔軟性のある行動
・基準やマニュアルだけでは
解決できない関係者の意見
を聞きながら、計画へ反映
できるよう、柔軟に行動す
るとともに、主任・担当技
術者を指導する。

■対応策の検討補助
・管理・主任技術者の指導
を踏まえ、様々な事業の
合意形成、費用等の不確
定要素への対応策の検討
を補助する。

■不確定要素への対応策の検
討
・管理技術者の指導を踏まえ、
様々な事業の合意形成、期
間、コスト等の不確定要素
への対応策を検討するとと
もに、担当技術者を指導す
る。

■様々なシナリオの想定
・事業の合意形成、期間、コ
スト等に関する不確定要素
を想定し、様々なシナリオ
を想定した対応策を検討で
きるよう、主任・担当技術
者を指導する。

■迅速な現地確認
・管理・主任技術者の指導
を踏まえ、机上の情報に
限らず、現地確認等を迅
速かつ的確に行う。

■迅速な状況把握・現地確認
・管理技術者の指導を踏まえ、
机上の情報に限らず、関係
者からの情報収集、現地確
認等を迅速かつ的確に行う。

■迅速な状況把握
・机上の情報に限らず、関係
者からの情報、現地確認結
果等を踏まえ、多面的に検
討するとともに必要な協議、
現地確認にあたり、主任・
担当技術者を指導する。 次ページに続く
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2.8 事業促進ＰＰＰで必要となる能力2.5.3 事業促進ＰＰＰで
必要となる能力

■立場を踏まえた考案
・管理・主任技術者の指導
を踏まえ、事業が円滑に
進むよう、担当の立場で
できることを考案し、実
行する。

■専門的見地からの考案
・管理技術者の指導を踏まえ、
事業が円滑に進むよう、専
門的見地からアイディアを
出し、実行する。

■主体的な考案
・事業が円滑に進むよう、ア
イディアを出しながら、主
任・担当技術者を指導する。

■的確な報告・連絡・相談
・管理技術者への報告・連
絡・相談の時期、内容が
適切である。

■的確な報告・連絡・相談
・管理技術者への報告・連
絡・相談の時期、内容が適
切である。

■的確な報告・連絡・相談
・調査職員への報告・連絡・
相談の時期、内容が適切で
ある。

■見解の一致
・管理・主任技術者の指導
を踏まえ、地元・関係機
関への説明、業務受注者
への指導・助言等におい
て、発注者との見解が一
致する。

■見解の一致
・管理技術者の指導を踏まえ、
地元・関係機関への説明、
業務受注者への指導・助言
等において、発注者との見
解が一致する。

■見解の一致
・地元・関係機関への説明等
において、発注者との見解
が一致する。主任・担当技
術者に対しても、同様の行
動がとられるよう指導する。
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